
平
成
九
年
法
律
第
八
十
二
号

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
大
学
等
に
お
い
て
多
様
な
知
識

又
は
経
験
を
有
す
る
教
員
等
相
互
の
学
問
的
交
流
が
不

断
に
行
わ
れ
る
状
況
を
創
出
す
る
こ
と
が
大
学
等
に
お

け
る
教
育
研
究
の
活
性
化
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
任
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
そ

の
他
教
員
等
の
任
期
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
大
学
等
へ
の
多
様
な
人
材
の
受
入
れ
を

図
り
、
も
っ
て
大
学
等
に
お
け
る
教
育
研
究
の
進
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
大
学
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
を
い
う
。

二
　
教
員
　
大
学
の
教
授
、
准
教
授
、
助
教
、
講
師
及

び
助
手
を
い
う
。

三
　
教
員
等
　
教
員
並
び
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
独
立
行
政
法
人
大

学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
（
次
号
、
第
六
条
及
び
第
七
条

第
二
項
に
お
い
て
「
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
等
」

と
い
う
。
）
の
職
員
の
う
ち
専
ら
研
究
又
は
教
育
に

従
事
す
る
者
を
い
う
。

四
　
任
期
　
地
方
公
務
員
と
し
て
の
教
員
の
任
用
に
際

し
て
、
又
は
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
等
、
公
立

大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く

は
学
校
法
人
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
教
員
等
と
の
労
働
契
約
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
間
で
あ
っ
て
、
地
方
公
務
員

で
あ
る
教
員
が
就
い
て
い
た
職
若
し
く
は
同
一
の
地

方
公
共
団
体
の
他
の
職
（
特
別
職
に
属
す
る
職
及
び

非
常
勤
の
職
を
除
く
。
）
に
引
き
続
き
任
用
さ
れ
る

場
合
又
は
同
一
の
国
立
大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用

機
関
法
人
等
、
公
立
大
学
法
人
若
し
く
は
学
校
法
人

と
の
間
で
引
き
続
き
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合

を
除
き
、
当
該
期
間
の
満
了
に
よ
り
退
職
す
る
こ
と

と
な
る
も
の
を
い
う
。

（
公
立
の
大
学
の
教
員
の
任
期
）

第
三
条
　
公
立
の
大
学
の
学
長
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
評
議
会
（
評
議
会
を
置
か
な
い
大
学
に
あ
つ
て

は
、
教
授
会
）
の
議
に
基
づ
き
、
当
該
大
学
の
教
員

（
常
時
勤
務
の
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
任

期
を
定
め
た
任
用
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
教
員
の
任
期
に
関
す
る
規
則
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
公
立
の
大
学
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
学
長
が
教
員

の
任
期
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
教
員
の
任
期
に
関
す
る
規
則
に
記
載
す
べ

き
事
項
及
び
前
項
の
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
。

第
四
条
　
任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
教
員
の
任
期
に

関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
大
学
に
つ
い
て
、
教

育
公
務
員
特
例
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ

の
教
員
を
任
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
任
期
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
　
先
端
的
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
教
育
研
究
で
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
教
育
研
究
組
織
で
行
わ
れ
る

教
育
研
究
の
分
野
又
は
方
法
の
特
性
に
鑑
み
、
多
様

な
人
材
の
確
保
が
特
に
求
め
ら
れ
る
教
育
研
究
組
織

の
職
に
就
け
る
と
き
。

二
　
助
教
の
職
に
就
け
る
と
き
。

三
　
大
学
が
定
め
又
は
参
画
す
る
特
定
の
計
画
に
基
づ

き
期
間
を
定
め
て
教
育
研
究
を
行
う
職
に
就
け
る
と

き
。

２
　
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て

教
員
を
任
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
任
用
さ
れ
る
者
の

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
立
大
学
、
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
又
は

私
立
大
学
の
教
員
の
任
期
）

第
五
条
　
国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
又
は
学
校
法

人
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
又
は
学

校
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
教
員
に
つ
い
て
、
前
条
第

一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
労
働
契

約
に
お
い
て
任
期
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
又
は
学
校
法
人

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
と
の
労
働
契
約
に
お
い

て
任
期
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
大
学
に
係
る
教
員
の
任
期
に
関
す
る
規
則
を
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
七
十
一

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

限
る
。
）
又
は
学
校
法
人
は
、
前
項
の
教
員
の
任
期
に

関
す
る
規
則
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
大
学
の
学
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と

す
る
。

４
　
国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
又
は
学
校
法
人

は
、
第
二
項
の
教
員
の
任
期
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、

又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
任
期
は
、
教
員

が
当
該
任
期
中
（
当
該
任
期
が
始
ま
る
日
か
ら
一
年
以

内
の
期
間
を
除
く
。
）
に
そ
の
意
思
に
よ
り
退
職
す
る

こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
等
の
職
員
へ
の
準
用
）

第
六
条
　
前
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
大
学

共
同
利
用
機
関
法
人
等
の
職
員
の
う
ち
専
ら
研
究
又
は

教
育
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
労
働
契
約
法
の
特
例
）

第
七
条
　
第
五
条
第
一
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
定
め
が
あ
る
労

働
契
約
を
締
結
し
た
教
員
等
の
当
該
労
働
契
約
に
係
る

労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
年
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
教
員
等
の
う
ち
大
学
に
在
学
し
て
い
る
間
に

国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
若
し
く
は
学
校
法
人

又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
等
と
の
間
で
期
間
の
定

め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
う
ち

に
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

を
締
結
し
て
い
た
者
の
同
項
の
労
働
契
約
に
係
る
労
働

契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
は
、
同
項
に
規

定
す
る
通
算
契
約
期
間
に
算
入
し
な
い
。

（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
）

第
八
条
　
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
で
あ
る
教
員
に
は
適
用
し
な

い
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
八
日
法
律
第
五

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
八
条
、
第
九
条
及
び
第
十

一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
日
か
ら
起
算

し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
七
日
法
律
第

一
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
九
日
法
律
第
四

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一

一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一

一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

1



（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
一
五
日
法
律
第
八

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第

九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
中
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進

等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の

効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
改
正
規
定
、

同
法
第
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

法
第
四
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び

同
法
別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
一
表
を
加

え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条

か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条
　
国
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
研
究

開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能

力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
」
と
い

う
。
）
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
の

教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
大
学
教
員

任
期
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
て
、

新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
者
及
び
新
大
学
教
員
任
期
法
第
七
条
第
一
項

の
教
員
等
の
雇
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
大
学
教
員
任
期
法
第
七
条
第
一
項
の
教
員
等

で
あ
っ
て
一
部
施
行
日
前
に
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
が
五
年
を
超
え
る
こ

と
と
な
っ
た
も
の
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
大
学
教
員
任
期
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同

項
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
労
働
契
約

の
期
間
の
う
ち
に
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
を
含
む

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定

の
施
行
の
日
か
ら
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
日

を
契
約
期
間
の
初
日
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
大
学
に

在
学
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
一
四
日
法
律
第
三

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
法
律
第
二

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
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